
自転車の活用に関する現状について

第１回自転車の活用推進に向けた有識者会議
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自転車施策の経緯

○自転車に関して、これまで「自転車道の整備に関する法律」（昭和45年法律第16号）や「自転車
の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」 （昭和55年法律第87号）
に基づき、大規模自転車道の整備、交通事故対策、放置自転車対策等を推進。

【昭和45年（1970年）】【昭和45年（1970年）】
自転車道の整備に関する法律
（自転車道法）の制定

【昭和55年（1980年） 】【昭和55年（1980年） 】
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する
法律（自転車法）の制定

放置自転車台数の推移自転車関連事故件数の推移大規模自転車道整備延長の推移

【出典：国土交通省】 【出典：警察庁】 【出典：内閣府】
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自転車の普及状況

○我が国の自転車保有台数は約6870万台（約2人に1台）。欧米諸国や近隣国と比べると、中位。
○ 2000年代に入ってから横ばいで推移し、乗用車の保有台数と同程度になってきている。
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【出典：自転車（S45～H20）(社)自転車協会
（H21～H25 (財)自転車産業振興協会
（H26～H29）自転車保有台数推計報告書 (財)自転車産業振興協会

自動車：(財)自動車検査登録情報協会】

※自転車保有台数は標本調査による推計値。自動車保有台数は二輪車
を除く、各年３月の登録台数。

■自転車保有台数の推移

【出典：自転車産業振興協会統計要覧（H29.6）から国土交通省で推計】
※（ ）は統計年次

■人口当たり自転車保有台数（国際比較）

自転車保有台数

自動車保有台数

（2011）H23.3.11
東日本大震災

■自転車保有台数（国際比較） 自転車保有台数（千台）

【出典：自転車産業振興協会統計要覧（H29.6）
日本は自転車保有台数推計報告書（自転車産業振興協会）】

※（ ）は統計年次

人口当たり自転車保有台数（推計値）（台/人）
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自動車のうち乗用車
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自転車の利用状況

○日本の自転車分担率は全目的で13%であり、自転車先進国の欧米諸国と比較しても高い水準
○国内主要都市の自転車分担率は、都市による差が大きい

■国内主要都市の自転車の分担率（通勤・通学目的）

【出典：平成22年国勢調査より通勤・通学における自転車（代表交通手段）の分担率を集計】

■交通手段分担率（全国・全目的）

【出典：平成27年全国都市交通特性調査（国土交通省）】
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【出典】 Cycling in the Netherlands（欧州）2009、平成27年全国PT（日本）、全米世帯トリップ調査（アメリカ）2009より作成

■海外主要国の自転車の分担率（全目的）
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目的地から帰る際、天気が悪いとき代わりの交通手段が確保されている

エコ活動に取り組みたいから

災害等で公共交通が止まっても移動できる

気分転換・ストレス解消になる

移動経路が自転車で走りやすい

クルマを持っていない

自転車に乗るのが好き

目的地が自転車で行きやすい

移動中の立ち寄り等に便利

交通費・ガソリン代が節約できるから

運動不足解消になり健康によい

所要時間が短いまたは一番早く目的地に行ける

全国27都市居住者を対象に
実施したWebアンケート調査
回答者：1,945人（複数回答可）

回答した割合

○一般車の販売台数は落ち込む一方、スポーツ車、電動アシスト車等の販売台数は堅調。
○健康増進、環境保全等自転車を利用する理由が多様化。

【出典：国土技術政策総合研究所
平成24年1月実施のWEBアンケート結果より抽出】

■自転車を日常的に利用する理由
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自転車利用の多様化
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■車種別販売台数の推移（１店舗あたり）
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短距離利用が多い自動車

○自動車は短距離帯（5km未満）での利用が約4割を占めるとともに、一人での利用が中心
○短距離帯での移動において、自動車利用から自転車利用へ転換の可能性
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資料：平成27年全国都市交通特性調査（国土交通省）

■自転車のトリップ長分布

短距離帯（5km未満）での利用が 約8割

■自動車のトリップ長分布

自転車への転換が期待される
自動車の移動

■５ｋｍ未満の目的構成比

通勤：勤務先への移動
通学：通学先への移動
業務：配達・打合せ先等への移動
帰宅：自宅への移動
私事：買い物・食事・通院先等への移動

短距離帯（5km未満）での利用が 約4割

１人での移動が中心

資料：H22道路交通センサスデータより集計

■乗用車の平均乗車人員（平日）
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自転車事故の課題

○交通事故死者数は近年減少傾向である一方、自転車乗車中死者数の占める割合は増加する傾向
○過去10年間で自転車関連事故件数が約５割減少したのに対し、自転車対歩行者の事故はほぼ横ばい

【出典：道路の交通に関する統計（警察庁｜e-Stat、R2.2.18）】

■交通事故死者数の推移

■交通事故件数の推移

■自転車関連事故件数の推移
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■自転車対歩行者事故件数の推移
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相手当事者別の自転車事故発生状況
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※自転車乗用者が第一当事者・第ニ当事者となった事故を計上。ただし、自転車相互事故は1件として計上

○ 自転車関連事故は年々減少しているのに対し、「自転車対歩行者」及び「自転車単独」事故は平成29年よ
り、「自転車相互」事故は平成28年より増加に転じている。

○ 「自転車相互」は事故件数は、「自転車対歩行者」を常に上回り、「自転車単独」は平成25年に「自転車対歩
行者」を下回るようになったものの、令和元年は同数に再接近している。

【出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)（https://www.e-stat.go.jp/）】

■ ：自転車対歩行者
■ ：自転車相互
■ ：自転車単独
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○政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」により決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」（令和２年３月２８日（令和２年５月２５日変更） ）において、自転車通勤の推進を位置付け。

8第１回自転車の活用推進に向けた有識者会議

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」における位置付け

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（抜粋）

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
（３）まん延防止

４）職場への出勤等
① 特定警戒都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を引き続き強力
に推進すること。

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを踏
まえ、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 引き続き、在宅勤務（テレワーク）を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、ローテーション勤務、
時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進すること。

③ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等、
人との接触を低減する取組を自ら進めるとともに、事業者に対して必要な支援等を行う。

６）緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等
（職場への出勤等）

・ 事業者に対して、引き続き、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減す
る取組を働きかけるとともに、職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラ
イン等の実践をはじめとして、感染拡大防止のための取組が適切に行われるよう働きかけること。



自転車通勤への関心の高まり

自転車利用ニーズの増加

○コロナ禍において、通勤・通学時の電車等の公共交通の利用を避けた自転車利用のニーズが高まっている。

（出典） ～東京都の「自転車通勤」に新型コロナが与えた影響を調査～
自転車通勤者のうち、4人に1人が新型コロナ流行後に開始

au損保保険㈱ 2020年7月10日リリース
https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-240.html

※：東京都在住で週1回以上自転車通勤をしており、かつ勤務先から自転車通勤を認め
られている会社員の男女500人を対象に調査

○自転車通勤者５００人※のうち、４人に１人が新型コロナ流行後に自転車通勤を開始

○新しく始めた理由「公共交通機関での通勤を避けるため」 95.7%

○周りで以前よりも自転車通勤への関心が高まっていると感じる 72.4％

シェアサイクルのニーズの高まり

○コロナ禍におけるシェアサイクルの利
用は増加傾向

【金沢市】
・月額会員延べ利用人数：

令和２年３月 1,270人
〃 ５月 2,322人

【福岡市】
・総利用数：

令和２年１月 11.6万回
〃 ５月 17.6万回
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【2020年6月・販売動向の特徴など】

○体力づくりや通勤目的でスポーツ車の購入者が増加。特別定額給付金交付により、電動ア
シスト車や、幼児車・子供車の販売が好調。

○キャッシュレスポイント還元の最終月と、特別定額給付金交付が重なり、販売・売上が増加。
新型コロナウイルス感染症の影響で、自転車通勤する消費者が増えてきている。

出典：（一社）自転車産業振興協会
自転車国内販売動向調査 2020年6月月報

店舗当たりの新車平均販売台数の推移 業況DIの推移

（注）業況DI（％）＝
「好転」と回答した販売店割合－「悪化」と回答した販売店割合

自転車国内販売動向
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（注）全国５ブロックごとに２０店舗、計１００店舗を対象
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○「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、令和２年６月１８日に「自転車通勤・通学の
促進に関する当面の取組について」を公表。

11第１回自転車の活用推進に向けた有識者会議

自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について（報道発表）



自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について（別紙１）

○企業、団体等が過度な負担なく、適切かつ円滑に自転車通勤制度を導入できるよう、自転車活
用推進官民連携協議会において「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、HPにて公開。

① 自転車通勤制度導入のメリット

事業者 ： 経費削減、生産性向上、イメージアップ、雇用拡大

従業員 ： 通勤時間短縮 、 身体面・精神面の健康増進

② 通勤等における自転車利用の動向
自転車利用へのニーズは増加、利用する車種も多様化

自転車事故の事故死者数は車の約３分の１

③ 自転車通勤制度の導入時に検討すべき事項

企業・団体が自転車通勤の導入に二の足を踏む原因となる課題について、具体的に整理・
解説

（主な項目）
・移動経路・距離の設定方法等について
（労災上の問題との関係、その対応策など）
・日によって異なる交通手段の利用の取り扱い
（労災上の問題との関係、その対応策など）
・自転車通勤手当の設定
（支給額の設定方法、非課税限度額など）
・駐輪場の確保と利用の徹底について
（駐輪場を確保する方法など）
・更衣室・ロッカー・シャワールーム等の整備 等
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認定
要件

以下の３項目すべてを満たす
企業・団体

①従業員用駐輪場を確保

②交通安全教育を年１回実施

③自転車損害賠償責任保険等
への加入を義務化

自転車通勤者が１００名以上または全従
業員の２割以上を占める宣言企業のうち、
以下の１項目以上を満たし、独自の積極
的取組や地域性を総合的に勘案し、特
に優れた企業・団体

①定期的点検整備を義務化

②盗難対策を義務化

③ヘルメット着用を義務化

④その他自転車通勤を推進する取組
（通勤手当支給、ロッカー・シャワー等の

自転車利用環境整備等）

期間 ５年間有効（更新可） 宣言企業の有効期間（更新可）

認定
ロゴ

自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について（別紙２）

自転車通勤を推進する企業・団体に対する認定制度の創設により、自転車通勤を積極的に推進する事業者の取組を広く発信
し、ひいては企業活動における自転車通勤や業務利用の拡大を図る。
※令和２年４月３日に宣言企業の募集を開始。

自転車通勤を認める企業・団体を自転車活用推進本部長が認定し、自転車通勤
の取組を広く発信（事業所単位で申請可）

目的

概要

宣言企業 優良企業

スケジュール

自転車活用推進官民連携協議会で了承
（持ち回り）

宣言企業認定（初回）

優良企業認定（初回）

令和２年３月３１日

令和２年７月予定

企業名を協議会HPで紹介

令和２年度末頃

本部長による表彰（５社程度を想定）
企業名と取組を協議会HPで紹介

宣言企業の積極的な取組をPR

※宣言企業は随時募集、優良企業は毎年１回認定

プロジェクト創設・宣言企業募集開始

令和２年４月３日
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自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について（別紙３）

国道246号（青山地区）

東京23区内における自転車専用通行帯等の整備状況（R2整備予定含む）

都道301号（白山通り）
※自転車通行帯の車道側に停車帯を設置

凡例
整備済み 車道混在

自転車通行
帯

R2整備 自転車道
(国)

(都)

(国)

(都)

○ ウィズコロナの新しい生活様式で想定される自転車交通量の増加へ対応するため、東京２３区内において、自
転車専用通行帯等を今年度、直轄国道で約１０km、主要都道についても約７kmの合計１７kmを整備予定。
（うち自転車専用通行帯 約８km）※国土交通省調べ

○ さらにこれに追加して、今秋までに東京２３区内を対象として自転車通行空間の整備計画を策定し、概ね３年で
整備する予定。

○ 全国で同様の整備計画を策定し、整備を進める。
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自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について（別紙４）

①公共用地等へのポートの設置促進

公共用地へのサイクルポート設置促進に向けた規制緩和、ルールの
明確化について検討を行い、道路上等利便性の高い場所へのポートの
設置を促進する

＜道路上への配置（ロンドン）＞

シェアサイクルの利用場所を容易に認識できる環境構築のため、
案内看板の仕様・設置基準の統一について検討し、鉄道駅等にお
ける案内看板の設置を促進します。

②サイクルポートへの案内看板の設置促進

＜案内看板の統一仕様案＞

○ 自転車通勤の１つの形態として考えられるシェアサイクルについて利便性の向上を図るため、
以下の取組を推進します。
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